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【あ】

阿吽社

亜紀書房

あけび書房

梓出版社

あっぷる社

アーニ出版

ありな書房

一光社

インパクト出版会

【か】

海象社

凱風社

解放出版社

海鳴社

花伝社

雁思社

吉夏社

気天舎

教育史料出版会

共和国

雲母書房

健学社

健康と良い友だち社

現代企画室

現代書館

現代人文社

皓星社

合同出版

コスモの本

コモンズ

【さ】

桜井書店

彩流社

三一書房

三元社

三陸書房

時潮社

社会評論社

松柏社

不知火書房

新宿書房

新泉社

水声社

スタジオタッククリエイティブ

青灯社

世織書房

せりか書房

千書房

創森社

創土社

草風館

【た】

大蔵出版

知泉書館

筑波書房

柘植書房新社

同時代社

道玄坂書房

東信堂

東京漫画社

【な】

七つ森書館

南方新社

日本経済評論社

【は】

パイインターナショナル

白澤社

晩成書房

ひとなる書房

批評社

風濤社

風媒社

ブロンズ新社

ぺりかん社

北樹出版

歩行社

ポラーノ出版

本の泉社

ほんの木

【ま】

明月堂書店

めこん

木犀社

【や】

唯学書房

有志舎

【ら】

リベルタ出版

緑風出版

論創社

●会員社一覧 【2017年1月現在●82社】
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　政府・与党は 12 月 5 日、参議院特別委員会で特定秘密保護法案を強行採
決した。
　国民の知る権利、言論表現の自由が損なわれるとして、全国的に反対運動
が展開され、連日国会周辺には反対のデモが渦巻いた。にもかかわらず政府・
与党は、3 日、さいたま市での公聴会を突然開いてアリバイづくりを行い、

5 日、委員会で強行「採決」をした。数を頼りにした民主主義への暴挙であ
る。
　石破自民党幹事長が、抗議デモはテロであると発言したが、政府・与党の
基本的人権感覚の欠如を示すのみならず、こうした意識の下、秘密指定が際
限なく広がっていくことを意味している。このような暗黒社会を作ってはな
らない。
　出版協はこの法案に断固反対するものである。　　　　　（2013年12月6日）

●出版協理事 田悟恒雄
リベルタ出版

■不意の挟撃
 連休直前の４月 28 日、アマゾンジャ
パン合同会社書籍事業部購買統轄部から、

「重要なお知らせ」が届いた。この６

月末をもって「日販バックオーダー発
注（非在庫商品取り寄せ）」を終了する、

というのだ。
 あまりに唐突な「お触れ」に、出版

業界は上を下への大騒ぎ。さらに、５

月２日の日販の「見解」が、追い討ち
をかける。「今回のお申し入れのまま

では、出版社の取引の選択が狭められ、
対応ができない社が出ることも懸念さ

れます」と。

 真っ先に「対応できなく」なりそう
な零細出版者としては、それだけでも

戦々恐々なのだが、泣きっ面にハチ、
連休が明けると、今度は五軒町方面から、

「返品率上昇」を理由に「協議したい」

旨の連絡を頂戴することに。この手の

申し出は、過去２度も体験しているので、
先方が何を言いたいのかは百も承知。

要は、取引条件の改定要請なのだが、

まかり間違っても改善してくれるといっ

た話ではない。
 ともあれ仕入窓口に出頭。前年度の
不本意な「成績表」（データ）を前に、

先方の言い分を神妙に聞く。一通りの

説明を受けてから、「本日はお話を伺

うだけにして、後日、質問状をお出し

しますので、文書にてお答えいただい

たうえで " 協議 " に入らせていただき
ます」と席を辞した。

■優越的地位の濫用？
 実は小社、トーハンとの直接取引は

ここ 20 年くらいのものなのだが、そ
のスタート時、「取引をお願いする」

という当方の圧倒的に弱い立場ゆえ、

不承不承、署名捺印せざるをえなかっ

た「条件書」には、こうあった。返品

率と「歩戻し」の率を連動させるとい
うのだ。しかし契約の場で急遽書き込

まれたその条項は、いつまでも零細版

元を苦しめ続けることになる。
 しかもその文書、取引契約書とは別

建てではあるが、本契約と同様の拘束

力を持っている。だが、どういうわけか、
当方にはその控えも渡さないという、

きわめて不明朗なものだった。
 そのようなものが、何年も後になっ

て「返品率上昇」が問題にされたとき

に持ち出され、そのときに初めて、そ
の控えが、あろうことか FAX で送ら

れてきたのだった。
 ところで、「返品率上昇」を理由に、

取次が版元の取引条件の引下げを求め

るというのは、「その責任はひとえに
版元にあり、版元だけが責を負うべし」

との考えのよう。では、その合理的な
根拠はいったいどこにあるのか、取次

は丁寧に説明しなければならない。

 その点について納得しうる説明がで

きないのなら、これは独占禁止法に言
う「優越的地位の濫用」に限りなく近

いと指弾されても仕方あるまい。

■色とりどりの差別取引
 翻って、そもそも「歩戻し」とは何
なのか？ 「注文支払い保留」とは何

なのか？　そして、それらをもっぱら

後発の弱小版元に課すことの正当性は、

どこにあるのか？　これらの問いかけ

に取次の説得的な説明がなされたとは、

寡聞にして知らない。
　1973年に勃発した「ブック戦争」は、

翌 74 年に「版元出し正味を最低 69％、

取次マージン８％（８分口銭）」で一

応の決着をみたものの、80 年代以降、

取次店は新規取引版元を中心にこれを
68％、67％へと、なし崩し的に切り

下げていった。こうして「取次８分口銭」

という原則は、いつしか「９分」へ、

さらには「10 分口銭」へと変えられ

てしまった。
 しかも、それがもっぱら弱い立場の

新規版元に対して進められたことが、

今日ある差別取引の基本構造をつくり
あげたと言っても過言ではないだろう。

創業したての版元が巨大寡占取次相手

に条件交渉できる余地など、これっぽ
ちもない。取次店の「優越的地位」は、

いささかも揺らぐことがないのだ。
 社会のさまざまな領域で「差別」が

問題視され、その「是正」が叫ばれつ

つある昨今、このような「差別取引」は、
もはや時代遅れのものとなっているの

ではないのか？　そして、出版が何よ
り大切にしなければならない「多様性」

を奪いかねない「差別取引」は、一刻

も早く撤廃しなければならない。

■ 熟考に熟考を重ね…
 ここで「ふりだし」に戻ろう。アマ

ゾンである。

 アマゾンが今回、「取次外し」とも言

える乱暴な挙に出た背景の一端には、
上述のような取次の「差別取引」があ

ることを見逃すわけにはいかない。そ

のウイークポイントを、みごとに突い

てきているからである。
 「差別取引」に苦しめられ続ける中
小零細版元が、鼻先に差し出された一

見好条件とも思える「擬似餌」に目が

眩んでしまうのも理解できなくはない。
だが、ちょっと待て。ｅ託契約の前に、

よーく心しておかなければならないこ

とを、２つだけ挙げよう。
 まずは、その初期の契約条件がせい

ぜい１～２年限りのものでしかないこと。

先方の間尺に合わなくなれば、いつで

も無慈悲に破棄されることを覚悟して

おかなければならない。
　そして、くだんの「ｅ託販売サービ

ス規約」第７条には、「甲（アマゾン）

は単独の裁量で、乙（出版社）のタイ

トルの小売価格を決定します」と、白

昼堂々「再販制崩し」を宣言している
ことも、見逃してはなるまい。

消費税増税決定に抗議する（2012 年 8 月 20 日）
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改正著作権法の再許諾を考える
原出版社と文庫出版社の立場が逆転
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あけまして、おめでとうございます

　本日成立した「著作権法の一部を改正する法律」は、出版者の電子出版
への対応を可能とし、紙媒体の原出版者に文庫化などに対する再許諾権が
認められるなどの歴史的側面と共に、主に以下のような看過できない問題
点がある。
　１　紙媒体と電子媒体の出版権が、出版者に一体的に付与されていない
　　ため、アマゾンなどの巨大な電子配信業者によって電子出版市場が支
　　配される道を開いた。
　２　出版者が紙媒体の出版権しか持てない場合、デジタル海賊版を差し
　　止めることができないなど、海賊版対策として致命的欠陥がある。
　出版者が紙と電子の出版権を一体的に保持できない場合、価格決定権を
失い、値引き競争に巻き込まれ、紙の出版物の売れ行きに悪影響を及ぼす
こととなり、企画から編集制作・広告販売にいたるまでを担う本来の出版
活動が成り立たなくなるおそれがある。早急に文化政策の観点から、フラ

ンスで成立した電子書籍の価格維持法のような法整備が求められる。
　我々出版者は、本改正法のもと、著作者との信頼・協力の上で、紙と電
子の出版権を一体的に設定する契約慣行の構築等を通じて、上記の問題点
に対応するよう努めていく。
　しかし本改正法は、日本の知の伝達と継承を担ってきた出版者を、危機
に陥れる可能性がある。早急に政府は本改正法を見直し、日本の出版文化
を防衛すべきである。
  
　なお、著作権保護期間切れのため保護されない出版物のうち、とくに文
化的学術的観点から、下記の出版物を出版した出版者の権利を、ヨーロッ
パ連合諸国で行っているように、一定の条件をつけて一定期間保護するた
めの法的整備を速やかに行うよう、重ねて要望する。 
　１　古典を新たに組み直し、あるいは翻刻・復刻して出版物を出版した
　　出版者。
　２　著作権が消滅した未発行の著作物を発行した出版者。

［声明］著作権法の一部を改正する法律に対する声明

●著作権法の一部を改正する法律に対する声明　  2014年4月25日


